
タクシー事業の現状について
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【埼玉】県南中央交通圏タクシー事業

適正化・活性化協議会
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県南中央交通圏における事業者計画の認可及び車両の削減実施状況

○個人タクシー

１１３者中１１３者 １１３者

合意事業者数
事業者計画

認可済事業者数

平成３1年１月３１日時点

○法人タクシー

抹消 休車 合計 抹消 休車 合計

７０社中５２社 ５２社 76両 11両 87両 76両 11両 87両 8両

下限値
上限値
③

県南中央交通圏 2,499 2,132 ～ 2,3994.00%

適正車両数
上限との
乖離率

（１－③/①）

営業区域名
現在車両数

①

適正車両数（H27.1.27
公示）

（平成２８年７月１５日一
部改正）

事業者計画
認可済事業者数

合意事業者数
事業者計画認可状況 事業者計画外

で実施した削減車両数

事業者計画
実施車両数
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旧タクシー特措法における減休車等の状況について

申請者数 減車数 休車数 事業者数 減車数 休車数

県南中央交通圏 H22.3.26 70 70 43 70 84 70 43 70 84

※上記は取下・再申請、追加申請、事業廃止等を反映したもの。

※ハイヤー・福祉車両のみを保有している事業者を除いたもの。

●旧タクシー特措法時の基準車両数と適正車両数（参考）

県南中央交通圏 2,787 2,499 10.33% 2,499 10.33% 2,050 ～ 2,300

認定

事業者数
（H30.3末）

個人タクシー

認定

事業者数

認定

法人タクシー（H２６．１１現在）

事業者数
（H30.3末）

申請者数
（H30.3末）

営業区域名
地域計画

合意 事業者数

地域計画に示された基準

車両数と適正と考えられる
車両数の乖離

申請者数
うち事業再構築を定めた者

申請

適正車両数

　下限値　　　　　　　上限値

約８％～約１８％

営業区域名

基準車両数

①
（H21.7.17）

現在車両数

②

減車率

（１－②/①）

申請された
減・休車が

すべて実施

された場合
の車両数

③

減車率

（１－③/①）



タクシー業界の取り組み

資 料 ２

平成３１年２月１９日

埼玉県県南中央交通圏タクシー特定地域協議会



□供給輸送力の削減目標と実施状況（平成３１年１月末現在）

県南中央交通圏特定地域計画のポイント＜適正化の取組と進捗状況・活性化の取り組み＞

適正化
の取組

活性化
の取組

ユニバーサルデザインタクシー

・埼玉県内におけるＵＤタクシーの導入状況については、
平成３０年１０月末現在で６１社・１６６両、さらに年度末ま
でに新たに１４社が加わり、全県で４１両導入される予定
である。 県南中央交通圏では２８社８６両（全体の52％）、
年度末までに３社が加わり、全体で１５両導入される予定
である。
・ＵＤタクシー導入に伴い、ユニバーサルドライバー研修
受講者も増加し、平成３０年３月末現在では９６５名が受
講、県南中央交通圏では、 ３４８名（全体の36％）が研修
修了している。平成３０年度末では５００名となる見込み。
・駅及び病院等にUD専用乗り場を設置することの可能性
について検討中。

※１：認可事業者数／合意事業者数
※２：事業者計画認可済み実施車輌数／事業者計画認可済み計画車輌数

年 度 導入社数 導入車両数

平成27年度 7 15

平成28年度 9 21

平成29年度 19 43

平成30年度※ 31 101

●ＵＤタクシー導入状況
＜県南中央交通圏＞

●ﾕﾆﾊﾞー ｻﾙﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ研修受講者数
＜県南中央交通圏＞

年 度 受講者数

平成27年度 161

平成28年度 255

平成29年度 348

平成30年度※ 500

※平成30年度は、予定数を含む。
１

100%

指定時車両数 適正車両数
適正車両数との

乖離
目標車両数
（削減率）

事業者計画
認可率※１

事業者計画
実施状況※２

2,524 2,399 5.0%
2,413
(4.4%)

100%



「あじさい号」
西区指扇ルート さらなる地域

利用を目指し
車両デザイン
を一新

岩槻区 和土地区 乗合タクシー 見沼区 大砂土東地区 乗合タクシー 西区 指扇地区 乗合タクシー

交通不便地域等において生活交通を確保するために乗合タクシーが運行されている。
乗合タクシーは、バスのように定時・定路線で運行する路線定期型のほか、路線及び運行時刻は定めず事前予

約による自宅から訪問先等の利用者の要望に応じてドア・ツー・ドア等で運行するデマンド型乗合タクシーもある。
さいたま市では、岩槻区和土地区、西区指扇地区及び見沼区大砂土東地区、片柳西地区で運行されており、さ
らに、岩槻区並木・加倉地区で実証運行が開始（H31.1.29～）された。
今後も、住民にとって日々の生活の移動手段としてタクシーが活用されるよう自治体との連携を密にしていく。

乗合タクシーの運行（さいたま市）

２



大宮 ＴＰ システム・スマホ活用（平成29年12月開始）の効率的入構（さいたま市）

大宮駅東口第二プールは、大宮駅東口に入構できる権利を
持つ会社及び個人タクシーで組織された大宮駅第二プール
協議会が運営し、第二プールを管理し円滑に運用する事で大
宮駅東口周辺道路のタクシー車輌の客待ちによる交通渋滞
を緩和する事を目的とする。

目 的

大宮駅屋上に設置しているタクシープール監視カメラから
撮影した静止画をセンターサーバに送信し、インターネット
上に状況を公開し、インターネット上に公開されている静止
画（１分毎に更新）を第二プールに設置したモニターに表示
させ、大宮駅東口タクシープールの待機車両の空き状況を
確認し出庫させる。
この大宮駅東口タクシープールの静止画は、２４時間イン
ターネット上で公開しているので、大宮駅第二プール協議会
の会員各社の乗務員はスマートフォンからでも閲覧可能と
なっており、駅前タクシープールの稼動状況を確認する事が
できるので、待機車両が多いときは待機車両の少ない待機
場所へ移動するなど第二プール運用時間外でも効率の良
い営業と駅前の混雑緩和を行う事が出来る。

システムの概要

３



ＩＴ企業と連携した配車アプリの導入

定額運賃制度に伴う営業区域と空港間のアクセス（安心の輸送とインバウンド対応）

埼玉業界では、利用し易い定額運賃体系の確立に

観光立国の実現に関する施策・目標が新たに定
められ、来年には訪日旅行客4,000万人を目指すと
されており、今後その増大が見込まれる。
埼玉業界では、利用し易い定額運賃体系の確立に
より、空港へのアクセスが「値段への安心感」をいだ
かせ利用者利便向上に資している。
今後はインバウンド需要が従来の「モノ消費」から
「コト消費」に変化が予想されるため、多言語翻訳ア
プリや通訳ｻｰﾋﾞｽ等など利用者と乗務員の意志疎
通が出来るシステムの改革が必要
となる。

現在、大手ＩＴ企業が参入しタクシー配車
アプリの競争が始まっており、タクシー利用
者に寄り添ったシステムとサービスの提供
により、抜本的な効率改善が構築されつつ
ある。
県南中央交通圏では、既に４割超(（会員）
の事業者が配車アプリを導入している。
今後、ＩＴを活用することでタクシー事業の
更なる進化を図る。

※平成３０年度は活性化事業の目標値による

年度

羽田空港への利用アクセス状況

輸送回数 運送収入(千円)

平成28年度 ３２２ ３，６９５

平成29年度 ３４１ ３，９８６

平成30年度 ３９８ ４，６８７

｛ 県南中央交通圏 ｝

年度

アプリ配車の導入状況

県南中央交通圏
(取組み事業者数)

埼玉県全体
（取組み事業者数）

平成27年度 12 21

平成28年度 14 35

平成29年度 21 43

平成30年度※ 28 54

※平成30年度は、4月～12月分

４






















